
令和６年度 第１回　県医療提供体制協議会 資料　３

沖縄県地域医療構想の進捗等について

令和６年11月27日 
沖縄県保健医療介護部　医療政策課

1. 地域医療構想と病床機能報告 
2. 地域医療構想の課題と令和６年度の取組み 
3. 新たな地域医療構想検討会議における議論
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１．地域医療構想とは１Chapter 地域医療構想と病床機能報告



１

地域医療構想について

中長期的な人口構造や地域の医療ニーズ
の質・量の変化を見据え、医療機能の分
化・連携を進め、良質かつ適切な医療を
効率的に提供できる体制を確保する。

目 的

๏ 都道府県において2025年の医療需要と「病床の
必要量」について医療機能（高度急性期・急性
期・回復期・慢性期）ごとに推計

１．病床の必要量の推計

๏ 医療機関より、現在の病床機能と今後の方向性等
を「病床機能報告」により報告。

2．病床機能報告

๏ 地域医療構想調整会議において、病床の機能分
化・連携に向けた協議を実施。

３．協議

๏ 地域医療介護総合確保基金を活用し、医療機関の
機能分化・連携を支援。

４．基金の活用
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２

地域医療構想において示された病床の必要量（県）

【出典】沖縄県地域医療構想（巻末資料）
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将来（2025年）における必要病床数と 
現在（2015年）の病床数等との比較



３

● 病床機能報告と病床数の必要量の比較
区分 年度 高度 急性期 回復期 慢性期 休棟等 合計

病床数の必要量 2013（H25) 1,601 4,425 3,646 3,894 13,566

病床機能報告 2015（H27) 1,758 6,258 1,498 3,747 618 13,579

病床機能報告 2020（R2) 1,158 5,971 1,957 3,870 110 13,066

病床機能報告 2021（R3) 1,166 6,052 2,033 3,737 110 13,098

病床機能報告 2022（R4) 1,148 6,322 2,322 3,537 75 13,404

病床機能報告 2023（R5) 1,164 6,326 2,466 3,786 180 13,922

病床数の必要量 2025（R7) 1,831 5,428 4,674 3,348 15,282

沖縄県における病床機能報告（病床機能分化の状況）

●　病床機能報告(2023年度)と病床数の必要量(2025年度)の割合の比較
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2023年度 
病床機能報告

2025年度 
必要病床数

高度急性期 

8.4％
急性期 

45.4％
回復期 

17.7％

慢性期 

27.2％

高度急性期 

12.0％
急性期 

35.5％
回復期 

30.6％
慢性期 

21.9％

休棟等 
1.3％

※回復期機能（サブアキュート・ポストアキュート・リハビリ機能） 
　1,498床（2015年）→2,466床（2023年）：968床増加 
　　10.8％（2015年）→  17.7％（2023年）：6.9％増加 

一定程度増えており、地域医療構想の取組は進んでいると考えられる
が、目標とする必要病床数には到達していない状況。　 
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２Chapter 地域医療構想の課題と令和６年度の取組み



４

（現）地域医療構想における沖縄県の課題
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中長期的な人口構造や地域の医療ニーズ
の質・量の変化を見据え、医療機能の分
化・連携を進め、良質かつ適切な医療を
効率的に提供できる体制を確保する。

目 的
課題１

医療機能の分化・連携 
ができているか

課題２

「必要とされる機能」 
の病床整備ができているか
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１．「入院医療機関の役割分担」等について 令和５年10月６日付け 
保確第４５７-２号　保健医療部長通知　別添

 COVID-19における 
入院医療機関の役割分担について
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R6年10月 
平時運用へ改更
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単位

・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて
、診療密度が特に高い医療を提供する機能

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新
生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療
室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患
者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

高度急性期

・主に回復期リハビリテーショ
ン病棟やそれに準じた機能を持
つ病院

慢性期

・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
・ 
長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意
識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は難病
患者等を入院させる機能

・療養病棟
・

慢性期 ・主に療養病棟を持つ病院

●　国の病床機能報告の単位は「病棟」であるが、県の役割分担表は「病院」となっている。

　　（役割分担表においては「急性期A」を選択していても、病棟によっては回復期機能をもつこともあるし、「急性期B」病院を選択していても、病棟によっては回復期機能や慢性期機能をもつこともある。）

●　国の病床機能報告の単位は４機能に区分しているが、県の役割分担表は３区分となっている。（主な機能のついては表記載のとおり）

国の病床機能報告と県の役割分担表における機能区分の整理について

機能区分

・主にICU・HCU等の集中治療
室を持つ病院

・主に地域包括ケア病棟やそれ
に類似した機能を持つ病院

・ICUを有しており、心筋梗塞、
脳梗塞、手術などの専門的治療に
も対応できる。

・誤嚥性肺炎の治療などの一般的
な内科治療に対応できる。
・増悪時の初期対応ができる。

・急性期（A)、（B)の転院先と
して、状態が安定した患者の受入
ができる

病院

（県）役割分担表

急性期A

急性期B

回復期

急性期

回復期

回復期・慢性期

・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて
、医療を提供する機能

（国）病床機能報告

病棟

・地域包括ケア病棟

・地域包括ケア病棟
・回復期リハビリテーション病棟

・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能
・ 
特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨
折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的
としたリハビリテーションを集中的に提供する機能
（回復期リハビリテーション機能）

高度急性期

急性期

回復期

慢性期
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救急告知病院群

急性期病院群

回復期・慢性期 
病院群

精神病院群

ICU 
(2:1全般)

HCU

(4:1全般） 一般 地ｹｱ 回ﾘﾊ 療養 精神


(認知)

急性期 
病院シート

回復期・慢性期
病院シート

認知症 
ｼｰﾄ

専科シート 
（小児・周産期等）

※全病床シート 
　圏域別✕病院郡別シート　

救急車受入情報ｼｽﾃﾑ
（又はOASIS)

救急病院
シート

【追加情報】
๏ 救急受入件数（前日）

消防参照 退 
院 
調 
整 
ツ 

ル

ー

おきなわ津梁ネット
ワーク等

※今後検討　

※仮称

※ベッドの受入可能状況を 
　（診療所・訪問看護も含め）　 
全医療機関で共有する仕組み

沖縄県病床情報共有システム 
OHBIS（Okinawa HospitalBeds InformationSharing System ）

※「入院医療期間の役割
分担表」を参考に色分け

２．「沖縄県病床情報共有システム（OHBIS）の運用
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令和６年5月27日　中部圏域において試験運用開始 
令和６年6月18日　中部圏域本格運用開始 
　　　　　　　　　南部圏域において運用開始 
令和６年９月26日  北部圏域において運用開始 

๏　10月24日、25日に開催した各医療機関地域連
携室との意見交換会及び11月1日に医師会におい
て開催された意見交換会でのご意見を踏まえ、本
島全域における閲覧シート公開 
๏　今後は、冬のコロナ感染症等の流行に備え、病
床ひっ迫の状況を測る一判断材料として活用。そ
のため、各医療機関へ入力への協力を求めてい
る。 

【OHBIS】全島閲覧シート



11

地域医療構想における沖縄県の課題
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中長期的な人口構造や地域の医療ニーズ
の質・量の変化を見据え、医療機能の分
化・連携を進め、良質かつ適切な医療を
効率的に提供できる体制を確保する。

目 的

課題２

「必要とされる機能」 
の病床整備ができているか

課題１

医療機能の分化・連携 
ができているか
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(1) 毎年度４月１日現在の既存病床数を調査し、基準病床数との過不足を確認し、事前協議の対象となる二次医療圏の地区医療提供体制協議会において、不足
となっている病床数及びその機能等を協議する（４条１項）。 

(2) 協議結果について県医療提供体制協議会へ意見を確認し医療審議会へ報告する（４条２項） 
(3) 県医療提供体制協議会において定めた期間内（６条）、病床整備を希望する医療機関が事前協議の申出を行う（５条）。 
(4) 県が、事前協議のあった医療機関の増床計画等について、①法令に抵触しないこと、②医療計画との整合性、③計画の確実性等を審査する（８条１項）。 
(5) 二次医療圏の地区医療提供体制協議会の意見を確認し（８条３項）、県医療提供体制協議会の意見を確認し、医療審議会へ報告する（８条４項）。 
(6) 報告を行った医療審議会での意見を踏まえ、審査結果を決定する（８条５項）。 
(7) 事前協議終了後においてもなお既存病床が基準病床を下回る場合には４条の規定を準用する（10条）。

病
床
整
備
に
係
る
事
前
協
議
申
出

病
床
整
備 

（
許
可
申
請
）

４
月
１
日
現
在
の 

既
存
病
床
数
を
確
認

【第４条】事前協議の対象決定 
　　　　　（病床数・機能）

【第５条】事前協議の申出 【第８条】事前協議の審査

審
査
・
選
考 

（
審
査
会
の
開
催
）

 

医
療
審
議
会

 

県
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療
提
供
体
制
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議
会

 

地
区
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療
提
供
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制
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会
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見
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見
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見
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協
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療
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制
協
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報
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議

STEP１
STEP２

STEP３

１．病床等の開設等に関する指導要綱の制定
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２．地域医療構想の推進に係るアンケート調査の実施

‣  アンケート実施期間：令和６年８月６日～９月１０日 
‣  アンケート項目と対象：(１)地域医療構想の推進に向けた病院間連携アンケート（対象：病院） 
　　　　　　　　　　　　　　→役割分担表の更新 
　　　　　　　　　　　　 (２)地域医療構想の推進に向けた病床整備アンケート（対象：病院・診療所）

病床整備アンケートに係る集計結果について（一部抜粋）

病院 77

有床診療所 23

無床診療所 68

１．回答状況

（全89医療機関）回答率：87％）

２．病床の運用状況

集中系4.1％

地ケア 
9.1％

回リハ10.2％

その他一般 60.7％ 療養 
15.9％

※全医療機関が回答しているわけではないため、 
　県全体の正確な数字ではないことに注意
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３．休床の状況

病院 18
診療所 4
合計 22

‣ 回答のあった医療機関のうち 
約23％の医療機関が休床を持っている。

‣ 休床数で見てみる
と、559床（全体の
約4.2％）となってい
る

■　休床ベッドの今後の予定

年度内再開予定 
36％

再開の目処なし 
59％

■　休床している医療機関

■　休床数（圏域別）

■　休床の理由

‣ 休床のあるほとんどの医療機
関において、休床理由は「看
護師（をはじめとする医療従
事者）の不足」を理由として
挙げていた。

４．救急医療ひっ迫状況の解消について
ア 現在ある回復期病床との連携を強化し、急性期病床の回転率をあげる

イ
１次・２次救急を引き受けるサブアキュート機能を持つ病床を増やし急性期病院に救急
患者が集中することを防ぐ

ゥ
急性期病床からの転院を受け入れるポストアキュート機能を持つ病床を増やし、急性期
からの転院可能患者数を増やす

エ
在宅医療の提供体制や連携を強化することにより、救急受診数を減らすとともに病院か
らの退院患者数を増やす

オ 医療を受ける県民や、高齢者施設等の医療受療行動を変えるための取組を行う

‣ 必要性の高い順に順位付けをして回答いただき、順位に応じたポイントを割り当てた重み
付け順位法により数値化し、順位をつけた

‣ 連携の強化が一番の鍵だという結果となったが、ポストアキュート整備・サブア
キュート整備についてもほぼ同数であり、優先順位は高いと推察される。 

‣ その他意見は以下のとおり
• 病棟逼迫はベッド不足ではなく、看護師不足病院が少数分散型になっている
ので集約化が必要。 
• 一次救急を受け入れたり、24時間対応の診療所を増やす 
• 急性期機能を有する既存の病院の整備 
• 特定の医療機関だけが整備出来る仕組みになっていないか

１位
２位 ３位

４位

５位

連携強化 ｻﾌﾞｱｷｭｰﾄ整備 ﾎﾟｽﾄｱｷｭｰﾄ整備 在宅医療強化 受療行動変容
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5-1．病床整備について（南部圏域）
■　自圏域における病床整備の必要性

17.5％

66.7％

15.8％

‣ 約67％が「ある程度は必要だ
が慎重にすべき」との回答。 

‣ 約18％が「必要だ」と回答し
た一方、「必要ない」との回
答も約16％あった。

■　病床種別の整備の必要性

ア 圏域内での人材のとりあいとなる懸念があるため

イ 病院間の連携や効率化により、救急のひっ迫は解消されると考えるため

ゥ 在宅医療・介護の強化により、救急のひっ迫は解消されると考えるため

エ いずれ高齢者人口が減少となる際に、増床分が医療経済上の負担となる可能性があるため

■　（病床整備は必要ない、又は必要だが慎重にすべきと回答した方へ） 
　　　その理由について

‣ 病床整備は必要ない、また慎重にすべきとした理由として、「病院間の連携や効
率化により救急のひっ迫は解消されると考える」との回答が一番多く27票、続い
て「人材のとりあいとなる懸念がある」との回答が22票あった。 

‣ また、在宅医療介護の連携により救急のひっ迫は解消されるという回答が18票、
増床分が医療経済上の負担となるという回答が16票あり、これらの懸念もあるこ
とが伺えた。 

‣ その他、意見は以下のとおり。
• 地域包括医療病棟の病床整備は必要と思われる。急性期と地域包括ケア病棟
の間を担い、長期療養患者の受け皿となりうるが、地域包括ケア病棟への転
棟が在宅復帰率の対象とならない等、解決すべき課題も多い。

30.2％ 55.8％ 14.0％

31.1％ 66.7％ 2.2％

31.8％ 59.1％ 9.1％

‣ 病床種別の必要性
について、大きな
差異はみられな
かった。
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5-２．病床整備について（中部圏域）
■　自圏域における病床整備の必要性

‣ 約52％が「必要だ」との回
答。 

‣ 一方で、44.8％が「ある程度
必要だが慎重にすべき」との
回答。

■　病床種別の整備の必要性

ア 圏域内での人材のとりあいとなる懸念があるため

イ 病院間の連携や効率化により、救急のひっ迫は解消されると考えるため

ゥ 在宅医療・介護の強化により、救急のひっ迫は解消されると考えるため

エ いずれ高齢者人口が減少となる際に、増床分が医療経済上の負担となる可能性があるため

■　（病床整備は必要ない、又は必要だが慎重にすべきと回答した方へ） 
　　　その理由について

‣ 病床整備は必要ない、また慎重にすべきとした理由として、「人材のとりあいとなる
懸念がある」との回答が一番多く、続いて病院間の連携や効率化により救急のひっ迫
は解消されると考える」との回答となっていた。その他、意見は以下のとおり。

• 回復期機能が不足している状況で転院調整が円滑に至っていないことが 救急病院
（急性機能）の病床逼迫を招いている。 
• 急性期のベッドが限られている中で他の受け皿は必要と考える（急性期病床も見直
しが必要） 
• 中部圏域では医療従事者が足りなくて　既に200床以上が休床になっている。 
• 入紹介元（急性期）と受け側（回復期）のニーズがマッチせず、紹介元が転院調整
に苦慮していると考える。回復期リハ病床や地域包括ケア病床を増やすだけではな
く、急性期治療終了後の継続治療を行う回復期系病床の整備の検討が必要と考える

51.7％44.8％

3.4％

31.8％ 54.5％ 13.6％

41.7％ 58.3％

27.3％ 63.6％ 9.1％
‣ 中部圏域において
は比較的「地域包
括ケア病棟」の
ニーズが高い傾向
にある
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アンケートまとめ

๏　今回のアンケート調査により、回答のあった医療機関のうち約１／４程度が何らかのかたち
で休床を保有しており、その数は559床（約4.2％）にのぼることが確認された。休床の理由と
して、どの医療機関も看護師（を主とする医療従事者）の不足をあげていた。 

๏　救急病床のひっ迫解消に必要な方策として、「病院間の連携強化」が最も多くあげられてお
り、病床（サブアキュート・ポストアキュート）整備が続いた。 

๏　必要な病床については「地域包括ケア病棟」「地域包括医療病棟」「回復期リハ病棟」いず
れも大きな差異はなかった。 

๏　病床整備について、県全体では「ある程度は必要だが慎重にすべき」との回答が最も多く、
その理由としては「病院間の連携強化により病床ひっ迫は解消される」との意見が多かった。
また、「人材の取り合いとなる懸念」も多くあげられていた。
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今後の病床整備について

๏　本県における病床ひっ迫解消のために最も取り組まなければならない方策は「病院間連携」
であることが確認された。 
๏　その次の方策として病床（ポストアキュート・サブアキュート）整備が続き、病床整備の必
要性も確認された。 
๏　一方で、「整備は必要だが慎重にすべき」との意見が多くあり、段階的な整備が求められて
いる。また、人材の奪い合いとならないよう留意する必要がある。 
๏　必要な病床種別については、「地域包括ケア病棟」「地域包括医療病棟」「回復期リハビリ
テーション病棟」の回答数に大きな差異はなくいずれの整備も有効であると思料される。

๏　令和７年度より病床整備の事前協議を行う。 
๏　当面は、段階的な整備を行うこととし、基準病床に満たない数の半分程度を目処とする。 
๏　医療計画中間改定・次期医療構想策定時期に、再度見直しを行い今後の整備計画を検討する。


